
長府前八幡(1)団地建替事業に関する事業契約の内容の公表について

長府前八幡(1)団地建替事業に関する事業契約を締結しましたので、民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律第 15条第 3項の規定に基づき、その内容を公

表します。

令和 8年（2026年）1月 13日

下関市長 前田 晋太郎

記

１．事業名

長府前八幡(1)団地建替事業

２．事業場所

下関市長府八幡町６

３．選定事業者の商号又は名称

安成工務店グループ

（建設企業）

株式会社安成工務店（代表企業）

株式会社野口工務店

住吉工業株式会社

（設計企業）

株式会社市浦ハウジング＆プランニング 福岡支店

（工事監理企業）

株式会社市浦ハウジング＆プランニング 福岡支店

（入居者移転支援企業）

株式会社東武住販

４．公共施設等の整備等の内容

建替住宅等整備関連業務

入居者移転支援業務

５．事業期間

令和７年１２月１７日から令和１５年１２月２８日まで



６．契約金額

6,490,000,000円（税込）

７．事業の継続が困難となった場合における措置及び契約終了時の措置に関する事項

事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項及び契約終了時の措置に関

する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりです。

（法令変更による協議解除）

第８３条 本契約の締結後に行われた法令変更により、建替住宅等整備関連業務又は入

居者移転支援業務の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する

場合は、甲は、乙と協議を行った上で、係る協議が整わないときは、乙に対して通知

を行うことにより、この契約を解除できる。ただし、建替住宅等整備関連業務につい

て当該業務の全部が完了している場合には、契約解除の効力は当該業務に関する契約

に影響を及ぼさないものとする。

２ 前項によりこの契約が解除される場合の措置については、第９８条第２項及び第３

項を準用する。

（甲による契約解除）

第８６条 甲は、乙又は構成企業が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、

何らの催告なく、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、建替住

宅等整備関連費について当該業務の全部が完了しているときは、契約解除の効力は当

該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする。このときにおいても、第９１条

の規定は適用される。

（１）乙又は構成企業の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が不能となっ

たとき。

（２）乙又は構成企業の責めに帰すべき事由により、建替住宅等の所有権移転・引

渡予定日より３か月以内に建替住宅が完成しないとき、又は完成する見込みが

ないと明らかに認められるとき。

（３）乙又は構成企業の責めに帰すべき事由により、建替住宅等の工事が３０日以

上中断されたとき、又はこの契約に基づく義務を放棄したと認められるとき。

（４）第６条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。

（５）引き渡された建替住宅等に契約不適合がある場合において、その契約不適合

が建替住宅等を除却した上で再び整備しなければ、契約をした目的を達するこ

とができないものであるとき。

（６）乙が建替住宅等の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

（７）乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒

絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約を



した目的を達することができないとき。

（８）建替住宅等の性質や乙の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行

をしないでその時期を経過したとき。

（９）その他、入札説明書に規定する「入札参加者の備えるべき参加資格要件」に

ついて満たさなくなったとき。

（１０）前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が次項の催告

をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが

明らかであるとき。

（１１）第８８条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

２ 甲は、乙又は構成企業が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、乙に対し、

３０日以上の期間を設けて催告を行った上で、この契約の全部又は一部を解除するこ

とができる。ただし、その期間を経過した時における事由がこの契約及び取引上の社

会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。また、建替住宅等整備関連業

務について当該業務の全部が完了しているときは、契約解除の効力は当該業務に関す

る契約に影響を及ぼさないものとする。このときにおいても、第９１条の規定は適用

される。

（１）設計又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は本件工事に着手せず、

甲がこの項に定める催告を行っても、当該遅延について甲が満足すべき合理的

な説明がなされないとき。

（２）工事期間内に本件工事を完成することができないとき、又は工事期間経過後

相当の期間内に本件工事を完成する見込みがないと認められるとき。

（３）甲の承諾なく、本事業用地及び集約対象団地の敷地を本事業の遂行以外の目

的に使用収益したとき又は事業用地の形質を変更したとき。

（４）正当な理由なく、第７９条第１項の履行の追完がなされないとき。

（５）契約の履行につき不正行為があったとき。

（６）甲又はその補助者が行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。

（７）前各号に掲げる事由のほか、この契約又はこの契約に基づく合意事項のいず

れかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められ

るとき。

３ 甲は、構成企業が、この契約に関し、次の各号のいずれかの事由に該当した場合は、

この契約を解除することができる。ただし、建替住宅等整備関連業務について当該業

務の全部が完了しているときは、契約解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及

ぼさないものとする。このときにおいても、第９１条及び第９２条の規定は適用され

る。

（１）公正取引委員会が、構成企業のいずれかに違反行為があったとして私的独占



の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独

占禁止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（独占禁止法第８条の２第２

項及び第２０条第２項において準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若し

くは第３項、第１７条の２又は第２０条第１項の規定による命令（以下｢排除措

置命令｣という。）を行ったとき、又は独占禁止法に違反する犯罪容疑で公正取

引委員会が告発を行ったとき。

（２）公正取引委員会が、構成企業のいずれかに違反行為があったとして独占禁止

法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において読み替えて準用する場合

を含む。）及び第７条の９第１項の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命

令」という。）を行ったとき、又は独占禁止法に違反する犯罪容疑で公正取引委

員会が告発を行ったとき。

（３）公正取引委員会が、構成企業のいずれかに独占的状態があったとして独占禁

止法第８条の４第１項の規定による命令（以下「競争回復措置命令」という。）

を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。

（４）構成企業のいずれかの代表者、役員若しくは代理人若しくは使用人その他の

従業者について、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１

９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第２項若しくは第９５条第１項

第１号に規定する罪の容疑により、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第２４７条の規定により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当

該公訴を提起されたときを含む。）。

（５）贈賄、談合その他甲との信頼関係を著しく損なう不正行為の容疑により、構

成企業のいずれか又はそれらの代表者、役員若しくは代理人若しくは使用人そ

の他の従業者について、逮捕又は公訴提起をされたとき。

（６）構成企業のいずれかに係る破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若し

くは第１９条の規定による破産手続開始、会社更生法（平成１４年法律第１５

４号）第１７条の規定による更生手続開始、民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）第２１条の規定による再生手続開始又は会社法第５１１条の規定によ

る特別清算手続開始ほか、その他の倒産法制上の手続について、当該構成企業

の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者（当該構成企業の取締役

を含む。）によりその申立てがなされたとき。

４ 甲は、構成企業が、次の各号のいずれかの事由に該当した場合は、この契約を解除

することができる。ただし、建替住宅等整備関連業務について当該業務の全部が完了

している場合は、契約解除の効力は当該業務にする契約に影響を及ぼさないものとす

る。この場合においても、第９１条の規定は適用される。

（１）役員等（構成企業の役員又はその支店若しくは常時、契約を締結する事務所

の代表する者をいう。以下この条において同じ。）又は経営に事実上参加してい



る者が暴力団員であると認められるとき。

（２）暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

（３）役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不

正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力

団員を利用するなどしたと認められるとき。

（４）役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員に対して資

金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持

若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

（５）役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有していると認められるとき。

（６）下請け契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その

相手方が前各号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を

締結したと認められるとき。

（７）役員又は経営に事実上参加している者が、第１号から第５号までのいずれか

に該当する者を下請け契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の

相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、甲が役員又は経営に

事実上参加している者に対して当該契約の解除を求め、役員又は経営に事実上

参加している者がこれに従わなかったとき。

（８）暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者に契約

代金債権を譲渡したとき。

５ この条による契約解除がなされた場合において、既に甲に提出された設計図書及び

完成図書その他この契約に関して甲の要求により作成された一切の書類について、甲

は、甲の裁量により無償にて利用する権利を有し、これについて乙は、一切の異議を

申し立てないものとする。この場合において、設計図書の内容が、乙又は構成企業が

特許権を保有する工法を採用しないと実現できないときにあっては、乙は、当該構成

企業から、甲が設計図書の内容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用する

ことができるようにしなければならない。

６ 甲は、乙にこの条の契約解除原因に該当する場合又はそのおそれが生じた場合は、

本事業の目的が実質的に達成できるように、この条の契約解除原因が生じていない構

成企業と、本事業の継続について協議を行う等の合理的な措置を講じることができる。

この場合において、この条の契約解除原因が生じていない構成企業から係る協議の求

めがあったときは、甲は３０日以内に当該協議に応じるものとし、当該期間において

甲はこの契約を解除しないものとするが、当該期間における履行遅滞等の責任につい

て、乙は、その責任を免れるものではなく、第４条第３項により各構成企業は連帯し

てその責めを負う。

７ 甲は、前項に定める合理的な措置として、業務の履行の確保が困難となった構成企



業（ただし、代表企業を除く。）に代わり、入札説明書に規定する構成企業となるべき

要件を満たす新たな企業を構成企業として追加することを求めることができる。この

場合において、乙は、新たな企業が、入札説明書に規定する乙となるべき要件を満た

すことを証する書類を添付した書面により、甲の承諾を得ることを要する。

８ この条により甲が建替住宅等に係る部分に関する契約を解除した場合は、前各項に

おいて契約解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、甲は、遡及的に建替住

宅等整備関連費の支払義務を免れる。ただし、履行済みの入居者移転支援費について

は、この限りでない。

９ この条により建替住宅等整備関連業務に関する部分に関する契約が解除された場合

は、前各項において契約解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、乙は、そ

の費用と責任において、原則として、速やかに本事業用地及び集約対象団地の敷地を

甲により使用を認められた時点の原状に回復（旧住宅及び集約対象団地が解体され、

及び撤去されている場合は、旧住宅及び集約対象団地の原状回復を除く。）して甲に返

還しなければならない。この場合において、乙は、甲に対して契約解除の対象となっ

た業務について既に甲から受領した対価がある場合には、政府契約の支払遅延防止等

に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息

（１年を３６５日として日割り計算する。）を付して直ちに甲に返還するものとする。

１０ 甲は、前項の規定にかかわらず、甲が契約解除後、建替住宅等整備関連業務の出

来形部分等の譲受けを求めることができる。

１１ 前項の規定により甲が譲受けを求めた場合には、乙は、建替住宅等整備関連業務

の出来形部分等を現状のまま、甲に引き渡すものとする。

１２ 前項の場合において、甲は、その出来形に相当する金額を乙に対して支払うもの

とする。この支払が完了した時点で建替住宅等整備関連業務の出来形部分等の所有権

は、甲に移転するものとし、設計図書、完成図書等の利用及び著作権にあっては第１

０３条、特許権の使用にあっては第１０５条に従う。この場合において、当該支払方

法については、乙と協議の上、甲が決定するものとするが、別紙６に準じて契約解除

時以降、代金支払までの間の物価変動による調整を行うものとする。

１３ 前項の場合において、乙は、甲に対し、別紙９から別紙１２まで及び別紙１４に

記載する建替住宅等整備関連業務の出来形部分等の設計図書又は完成図書を提出しな

ければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を

乙に通知して、出来形を最小限破壊して検査することができるものとする。

１４ 乙は、この条によりこの契約が解除された場合は、本事業用地及び集約対象団地

の敷地に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件（第３５条

に規定する協力企業が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。）がある

ときは、当該物件の処置について甲の指示に従わなければならない。

１５ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につ



いて甲の指示に従わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、本事業用地

及び集約対象団地の敷地を原状に回復し、又は片付けその他適当な処置を行うことが

できる。この場合において、乙は、甲の処置について異議を申し立てることができず、

甲の処置に要した費用を負担しなければならない。

（甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第８７条 前条第１項各号、第２項各号又は第４項各号に定める場合が甲の責めに帰す

べき事由によるものであるときは、甲は、同条第１項、第２項又は第４項の規定によ

る契約の解除をすることができない。

（乙による契約解除）

第８８条 乙は、甲が甲の責めに帰すべき事由によりこの契約に基づく甲の債務を履行

しない場合で、かつ、甲が乙による通知後３０日以内に当該債務不履行を是正しない

場合は、乙は、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、本期間を

経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で

あるときは、この限りでない。

２ 建替住宅等整備関連業務について所有権移転・引渡しが終了している場合は、契約

解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする。

（乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第８９条 前条第１項に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、乙は、同条各項の規定による契約の解除をすることができない。

（契約解除に際しての措置）

第９０条 第８５条又は第８８条の規定によりこの契約が解除された場合は、甲は、乙

が既に履行した債務に相当する対価（出来形に相当する分を含む。）を支払うものとし、

それ以外の対価の支払は免れるものとする。ただし、乙が、甲に対して次条第４項に

よる損害賠償請求を行うことを妨げない。

２ 前項の対価を支払った場合は、建替住宅等整備関連業務の出来形の所有権は、甲に

移転するものとする。

３ 第１項の対価の全額の支払を受けた場合は、乙は、甲に対し、別紙９から別紙１２

まで及び別紙１４に記載する建替住宅等整備関連業務の出来形部分の設計図書又は完

成図書を提出しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めると

きは、その理由を乙に通知して、出来形を最小限破壊して検査することができるもの

とする。

４ 乙は、第８５条又は第８８条の規定によりこの契約が解除された場合は、本事業用



地及び集約対象団地の敷地に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具その

他の物件があるときは、当該物件を速やかに撤去するものとする。

５ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につい

て甲の指示に従わないときは、第８６条第１５項の規定を準用する。

６ 建替住宅等の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理

については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。

（契約解除に伴う損害賠償）

第９１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害

の賠償を請求することができる。

（１）工事期間内に本件工事を完成することができないとき。

（２）建替住宅等に契約不適合があるとき。

（３）第８６条第１項、第２項、第３項第６号又は第４項の規定により、建替住宅

等の完成後にこの契約が解除されたとき。

（４）前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債

務の履行が不能であるとき。

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償（次条の規定による損害賠

償を除く。）に代えて、乙は、建替住宅等整備関連費の１０％に相当する違約金を甲の

指定する期間内に支払うものとする。ただし、甲が被った損害の額が当該違約金を超

過する場合は、甲は係る超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができる。

この場合において、第９５条第１項第５号の規定により、甲を被保険者とする履行保

証保険契約が締結されているときは、甲は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、

これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。

（１）第８６条第１項から第４項までの規定により建替住宅等の完成前にこの契約

が解除されたとき。

（２）建替住宅等の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰す

べき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。

３ 第８６条による契約解除の場合において、整備中の建替住宅等の出来形評価額（出

来形自体が有する価値の評価額をいう。）が出来形相当額（建替住宅等整備関連費のう

ち、建替住宅等の完成度合に応じた額をいう。）を下回っているときは、当該差額は、

甲の損害の一部を構成し、第１項に定める損害賠償請求の対象になるものとする。

４ 第８５条又は第８８条による契約解除の場合のほか、甲が債務の本旨に従った履行

をしないとき、又は債務の履行が不能であるときにおいては、甲は、乙が被った追加

費用又は損害について、合理的な範囲で負担する。ただし、その債務の不履行がこの

契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるも

のであるときは、この限りでない。また、乙は、当該追加費用又は損害の内訳を記載



した書面にこれらを証する書類を添えて、甲と協議の上、当該追加費用等を甲に請求

するものとする。

５ 構成企業のいずれかについて破産手続開始の決定があった場合における破産法の規

定により選任された破産管財人、更生手続開始の決定があった場合における会社更生

法の規定により選任された管財人、再生手続開始の決定があった場合における民事再

生法の規定により選任された管財人や再生債務者がこの契約を解除した場合について

も、第２項第２号と同様とする。

６ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当す

る場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙及び

下請負人のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるときは、第

１項及び第２項の規定は適用しない。

７ 第１項第１号の場合に該当し、甲が損害金を請求する場合の請求額は、契約金額か

ら出来形部分に相応する請負代金額を控除した額（１,０００円未満の端数金額及び１,

０００円未満の金額は切り捨てる｡)につき、遅延日数に応じ、年１４.５％の割合で計

算した額とする。

８ 前項の損害金に１００円未満の端数があるとき、又は損害金が１００円未満である

ときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。

（終了手続の費用負担）

第９３条 本事業の終了に際し、本事業の終了に伴い発生する諸費用及び乙の清算手続

に伴い発生する費用については、この契約に別段の定めがある場合を除き、乙がこれ

を負担する。

（不可抗力による契約解除）

第９８条 本契約の締結後、不可抗力により建替住宅等整備関連業務若しくは入居者移

転支援業務の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合は、

甲は、乙と協議を行った上で、係る協議が整わない場合には、乙に対して通知を行う

ことにより、この契約を解除することができる。ただし、建替住宅等整備関連業務に

ついて当該業務の全部が完了している場合には、契約解除の効力は当該業務に関する

契約に影響を及ぼさないものとする。

２ 前項の規定によりこの契約が解除される場合は、入居者移転支援業務について、甲

は、乙が既に履行した入居者移転支援業務の債務に相当する対価を支払うものとする。

この場合において、支払うべき対価の支払方法並びに履行中の当該業務の継続の是非

及び対応については、甲乙協議の上、定める。

３ 第１項の規定によりこの契約が解除される場合において、建替住宅等整備関連業務

で第７０条による所有権移転・引渡しが完了していないものについては、甲は、乙が



以上

既に履行した建替住宅等整備関連業務に相当する対価（整備中の建替住宅の出来形に

相当する分及び入居者移転支援業務の履行済みに相当する部分）を支払うものとし、

その余の対価の支払は免れるものとする。この場合において、当該出来形の所有権の

移転その他契約解除に際しての措置については第９０条の定めによるものとする。た

だし、乙が不可抗力に起因して当該出来形に関して保険金を受領する場合は、甲は、

当該保険金額を控除した金額を乙に支払えば足りるものとする。


